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ご利用くださいご利用くださいご利用ください 空き家バンク・人財バンク 空き家バンク・人財バンク 空き家バンク・人財バンク
　町で実施している「空き家バンク制度」「人財バンク制度」を紹
介しています。
　１月１₈日現在、「空き家バンク」で募集している空き家物件は３
件（売買３件）。今月は「登録番号72物件」を紹介します。
　「人財バンク」に登録されているのは、個人登録５人、団体登録
９団体。今月は個人登録番号３「萩原　寛暢（はぎわら　ひろの
ぶ）」さんを紹介します。
　それぞれの詳しい内容は、町公式ホームページに掲載していま
す。ご覧いただき、ぜひ、ご活用ください。

▼空き家バンクホームページ
　�https://www.town.teshikaga.hokkaido.jp/kurashi/kurashi_
tetsuzuki/sumai_seikatsu/1/1658.html

▼人財バンクホームページ
　�https://www.town.teshikaga.hokkaido.jp/kurashi/soshikiichiran/
kyoikuiinkai_shakaikyoikuka/jinzaibank/996.html

空き家バンク 人財バンク

　　　　　　　　空き家バンク／役場まちづくり政策課政策調整係☎４８２‐２９１３（課直通）
　　　　　　　人財バンク／教育委員会社会教育課社会教育係☎４８２‐２９４８（課直通）
問い合わせ先／

▼氏名／萩原　寛暢さん

▼分野／ 自然科学分野における動植物に関する
講師　ほか

▼ＰＲ／川湯EMC指導員、㈱
ツーリズムてしかがガイド
マネージャーを経て、現在
フリーランス。自然ガイド、
木育、自然体験活動の企画
運営を手がけている。北海
道認定アウトドアガイド
（自然）、北海道認定木育マイスター、弟子屈町
移住アドバイザー

人財バンク
個人登録番号３

空き家バンク
登録番号 72▼場所／弟子屈町字屈斜路

　　　　387番地26

▼建物／木造２階建て
　　　４LDK

▼建築年／1990年
          (平成２年)

▼価格／1,600万円
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後期高齢者医療制度のお知らせ
～高額介護合算療養費について～

●高額介護合算療養費について
　医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。
　同じ世帯の被保険者が、１年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額
を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。手続きには役場窓
口への申請が必要となります。
◦後期高齢者医療制度、または介護保険の自己負担額のいずれかが０円の場合は対象となりません。
◦支給額が₅₀₀円以下の場合は支給されません。

※１　世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方
※２　 世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が０円（公的年金収入の

みの場合、その受給額が₈₀万円以下。給与所得がある場合、その金額から₁₀
万円を控除。）、または老齢福祉年金を受給している方

◆自己負担限度額表

問い合わせ先／北海道後期高齢者医療広域連合　☎０１１‐２９０‐５６０１
　　　　　　　役場健康こども課保険年金係　☎４８２‐２９３５（課直通） 

　該当する方には、３月下旬頃、広域連合より申請書が届きます。

　記入していただき、市町村窓口へ申請してください。

負担割合 区　　　分 自己負担額の合計の基準額

3 割 現役並み所得者
【課税所得 ₆₉₀ 万円以上】₂₁₂万円
【課税所得 ₃₈₀ 万円以上】₁₄₁万円
【課税所得 ₁₄₅ 万円以上】　₆₇万円

２割 一定以上所得者
₅₆万円

１割
一般

住民税非課税世帯
区 分 Ⅱ（※１） ₃₁万円
区 分 Ⅰ（※２） ₁₉万円

【１年分の自己負担額の計算期間：令和３年８月１日～令和４年７月₃₁日】

地域づくり活動支援事業補助金
　町では、地域の自主性および自立性を尊重し、町や地域にとって有効で公益性が見込まれる事業に対し補助
金を交付する「地域づくり活動支援事業」を実施しています。
　令和５年度に予定している事業があり、交付を希望する方は必ず期間内に申請をしてください。
▶対象者／町内で地域づくり活動を実施する自治会やコミュニティー団体など
　　　　　（企業や営利団体は対象外）
▶対象経費／事業を実施する上で必要な消耗品、印刷費、会場使用料など
▶金額および補助率／対象経費の３分の２以内（上限１０万円）
▶募集期間／２月１日㈬～３月₃１日㈮１7時まで
　　　　　　※予算に限りがあるため、募集期間終了後、補助金を交付する団体を選定します。

詳細や申請書類は町ホームページでご覧いただくか、問い合わせ先までご連絡ください。

令和５年度実施の地域づくり活動、イベント募集

問い合わせ先／役場まちづくり政策課政策調整係☎４８２‐２９１３（課直通）


